
　（科　目）

（重要な資産の取得）

（追加）

第　８６　号議案

令和７年度　豊後大野市病院事業特別会計補正予算（第１号）

（総　則）

第１条 　令和７年度豊後大野市病院事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 　予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

　支　出

（既決予定額） （補正予定額） （計）

　第１款　病院事業費用 4,323,926 千円 19,381 千円 4,343,307 千円

　　第１項　医業費用 4,190,313 千円 19,381 千円 4,209,694 千円

（たな卸資産購入限度額）

第３条 　予算第10条に定めたたな卸資産購入限度額を次のとおり補正する。

（既決予定額） （補正予定額） （計）

　　たな卸資産購入限度額 574,524 千円 19,381 千円 593,905 千円

名称 数量

建物附属設備 電話交換設備 1式
取得する資産

ナースコール設備 1式

建物附属設備 空調機器（手術室） 1式

建物附属設備

第４条 　予算第11条に定めた重要な資産の取得について、次のとおり追加する。

種類
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債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

第５条 　予算第11条の次に次の１条を加える。

第12条

（債務負担行為）

期間

令和8年度 20,570

限度額(千円)事項

空調機器更新（手術室）

（債務負担行為）

令和７年１１月２８日提出

豊後大野市長　川　野　文　敏  

ナースコール設備更新 令和8年度 66,594

電話交換設備更新 令和8年度 33,077
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